
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

12月2日発行

Vol.477

●被災自治体News

南相馬市金婚祝賀会がブライダル&ホテル ラフィーヌ

で行われました。

金婚祝賀会は、結婚50年の節目を迎えるご夫婦が参

加し、市長から賀寿状を受け取りました。

2011 金

３ページをご覧ください。



被災自治体News

2411 火

福島県は、福島ロボットテストフィールドにおいて、総合防災訓練を実施しました。

当日は、消防や警察、自衛隊など約250人が参加し、台風災害やサリンなどの化学物質流出

を想定した訓練を行いました。

参加者は最新鋭の水陸両用バギーやヘリコプターなどを活用し、建物や家屋、車両からの救

助訓練を行い、災害時の流れなどを確認していました。
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被災自治体News

2011 金

南相馬市金婚祝賀会がブライダル&ホテル ラフィーヌで行われました。

金婚祝賀会は、結婚50年の節目を迎えるご夫婦が参加し、市長から賀寿状を受け取りました。

金婚を祝って、村井流竜美香会の新日本舞踊やさゆり幼稚園の園児による演奏が披露され、

最後に園児達が作った記念額が贈られました。

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 第74回 相馬野馬追振興秋季競馬大会 [21分]

3. 南相馬米 新米発表会「天のつぶ」 [7分]

4. 月刊図書館通信12月号 [16分]

5. お家でできる軽体操～肩こり予防編～ [2分]

6. 南相馬見聞録 相馬小高神社 [2分]

7. 南相馬市民の歌 [7分]

8. リクエストアワーのお知らせ [3分]

番組内容 [11/27～12/4]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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被災自治体News

災害情報共有システム

12月1日HP更新

市では、大雨や台風などの自然災害が発生した際に、

無料通信アプリ「LINE」を活用して災害情報を集め、

活用する「災害情報共有システム」を導入します。

災害情報共有システムでは市民の皆さんにスマート

フォンで、浸水や冠水などの被害があった場所の位置

情報や、その様子が分かる写真を提供いただきます。

提供情報は匿名化され、地図上で視覚的に確認するこ

とができます。

災害情報共有システムの登録手順

① QRコードを読み取って、市のアカウントを「友だ

ち登録」してください。または「友だち検索」で

ID「＠minamiso-ma」を検索して登録してくださ

い。

② 友だち登録するとメッセージが届きます。利用規約を確認した後「規約に同意して利

用を開始する」をタップしてください。

③これで登録は終了です。

災害情報を入力する場合は「災害情報登録」ボタンをタップ、周囲の災害情報を確認

する場合は「報告を地図でみる」ボタンをタップして、案内に従ってください。

LINEアプリ用操作手順書

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/8/linemanual.pdf

投稿された災害情報の確認画面の例

問い合わせ 復興企画部 危機管理課 防災係 0244-24-5232TEL

南相馬市からのお知らせ
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市営墓地の使用者募集（原町橋本町墓地）

12月1日HP更新

市では、市営原町橋本町墓地および市営鹿島公園墓地の空き区画の使用者募集を行いま

す。

※ 市営原町陣ヶ崎公園墓地は随時募集しています。

※ 今回、市営鹿島公園墓地の募集はありません。

抽選会

対象の空き区画に対して、使用者を決定する抽選会です。

当日、開始時間までに会場にお越しください。（提出物は特にありません）

・日時 令和3年1月20日（水）午後６時 開始

・場所 原町生涯学習センター「サンライフ南相馬」 集会室

（原町区小川町322-1）

※ サンライフ南相馬は、原町保健センター、小川町体育館の横です。

新型コロナウイルス感染対策のため、マスクの着用など協力をお願いします。

希望者全員で抽選し、1番の方から希望の区画を選んでいただきます。

当選者には後日、「申請書類」を提出していただきます。

参加者は、事前に現地の確認をお願いします。墓地の案内図などは、生活環境課・各

区役所市民総合サービス課窓口で配布しています。また、ホームページからもダウン

ロードできます。

募集内容

●原町橋本町墓地（所在地：南相馬市原町区橋本町1丁目48番地）

使用者が市外に住所を有している場合の使用料は、上記金額に1.5倍した金額とな

ります。

一世帯で複数の区画を申し込むことはできません。

5浜通り×さんじょうライフvol.477 

面積 使用料（初回のみ） 管理料年額

4.84平方メートル
260,000円
（52,000円/平方メートル）

570円

6.00平方メートル
312,000円
（52,000円/平方メートル）

920円

4.00平方メートル
208,000円
（52,000円/平方メートル）

570円

注意1

注意1

注意2

次ページへ続きます



被災自治体News
応募資格（使用者）

次のいずれかに該当する方

市内に住所を有している方

本籍地が市内の方

平成23年3月11日に市内に住所を有していた方（被災証明書などで確認します）

現に市内に居住している方（避難先証明書などで確認します）

区画案内図など

抽選会募集区画案内図（配布用）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/13/20201130_954ws.pdf

第2回墓地抽選会チラシ（橋本町）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/13/20201130_79v63.pdf

問い合わせ 市民生活部 生活環境課 環境保全係 0244-24-5231TEL

浪江町からのお知らせ

道の駅なみえで
イルミネーションが点灯されました

来年１月29日まで灯されます。
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「思い出の品展示場」閉鎖のお知らせ

12月1日HP更新

町では、平成26年7月から「思い出の品展示場」を開設し、津波被災地で発見された

思い出の品について、所有者やご家族へ引き渡しを行ってきました。開設から延べ

10,000人を超える方が来場し、2,300点以上の品物をお返しすることができました。

しかし、震災から9年以上が経過し、現在は来場者数および引き渡しの件数は大幅に減

少していることなどから、震災から10年という節目を機に、令和3年3月21日をもちま

して展示場を閉鎖することになりました。

閉鎖後は品物の処分を実施する予定となっていますので、閉鎖前にもう一度品物をご確

認いただき、一つでも多く所有者へお返しできればと考えています。

ぜひ、ご来場のうえ品物のご確認をお願いします。
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展示場の所在地および開場日について

●所在地：浪江町大字高瀬字牛渡川原217

旧 双葉ギフト店舗内（国道6号沿い）

●開場スケジュール

思い出の品展示場開場日カレンダー

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13239.pdf

●開場時間：午前9時～午後4時

●主な展示物：写真、玩具、位牌、記念品、装飾品、置物など

※引き取りの際は、運転免許証などにて本人確認をさせていただきます。

問い合わせ 株式会社 安藤・間
思い出の品展示場 0240-24-0100
棚塩出張所 0244-44-3162

TEL

TEL



被災自治体News

被災者生活再建支援金のご案内【申請期間:令和3年4月10日まで】

12月1日HP更新

東日本大震災の自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しく損害

を受けた世帯に対し、生活の再建の支援をする被災者生活再建支援金の申請期間が令和3

年4月10日まで延長されました。

被災者生活再建支援金制度のご案内

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12100.pdf

被災者生活再建支援金申請フローチャート

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/10007.pdf

支給対象世帯

地震および津波により被災した次の世帯

A. 住宅が全壊した世帯

B. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

C. 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

※ 持家だけでなく、マンション、アパートなどの賃貸住宅に居住していた場合も対象と

なります。（持家でも実際は居住していなかった場合は対象となりません。）

支給額

次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。

※世帯構成員の全員が支給前に亡くなられた場合、支援金は相続の対象とならないため、

支給されません。

基礎支援金

※ 一度大規模半壊(B)の申請をした後、やむを得ず解体した場合は、半壊解体（C)の区分

になるため、再申請に基づき差額が支給されます。

住宅の被害程度 全壊(A) 大規模半壊(B) 半壊解体(C)

単数世帯（単身） 75万円 37.5万円 75万円

複数世帯（2人以上） 100万円 50万円 100万円

次ページへ続きます
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加算支援金

※1 公営住宅、借り上げ住宅による賃貸は加算支援金の対象外となります。

※2 一度住宅を賃借した後、建設・購入または補修をした場合は、再申請に基づき差額

が支給されます。

申請方法など詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/23/23856.html

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借

単数世帯（単身） 150万円 75万円 37.5万円

複数世帯（2人以上） 200万円 100万円 50万円

福 島 復 興 本 社

11月25日

東京電力ホールディングス株式会社

福島復興本社

「生命・身体的損害に係る賠償」につきまして、以下の通りご請求の受付を開始させてい

ただきますので、お知らせいたします。請求書類をご希望される方は、大変お手数ですが、

末尾に記載の「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡くださいますようお

願い申し上げます。

・ご請求対象期間：2020年9月1日から11月30日まで（原則3カ月単位）

・ご請求受付開始：12月1日

なお、当社事故により避難等を余儀なくされたことで、生命・身体的損害による就労不能

損害を被られている方につきましては、「生命・身体的損害に係る賠償」にて就労不能損害

をご請求くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日)



被災自治体News

12月10日(木)正午から国道288号が自由通行化されます

12月2日HP更新

現在、帰還困難区域内の前田坂下ゲートから山田ゲートの国道288号の区間は通行交

通が制限されていますが、国および関係自治体などとの調整が整ったことにより、12月

10日（木）正午から、通行証なしで通過ができる特別通過交通制度が適用されます。

これにより、郡山市方面などから自由に通行できることになります。

なお、国道288号が自由通行化されても、緊急時を除き駐停車は認められておりませ

ん。また、軽車両および歩行者は通行できませんのでご注意ください。

ゲートの撤去と新設

国道288号の自由通行化に伴い、大字前田字坂下地内の前田坂下ゲートと大字山田字

手子塚地内の山田ゲートは撤去されることになり、新たに（大字山田字舘腰地内の国道

288号に接続する）町道山田・郡山線上の富沢橋の東側付近に山田富沢橋東ゲートが新

設されます。

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL

双葉町からのお知らせ
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東日本大震災・原子力災害伝承館、産業交流センター、
復興祈念公園合同開所式 11月7日

福島県東日本大震災・原子力災害伝承館、双葉町産業交流センター、福島県復興祈念公園

の合同開所式が、産業交流センターにおいて、平沢勝栄復興大臣をはじめ来賓の方々のご臨

席のもと開催されました。

伊澤町長は、「無事、開所できましたことは地権者の皆さまはじめ多くの方々のご尽力の

おかげであると心から感謝申し上げます。双葉町はまだまだ厳しい状況にありますが、今般
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の開所が町に賑わいを取り戻す第一歩となっていることを実

感するとともに、双葉町の復興をさらに前進させ地方創生の

モデルとなる新たなまちづくりに挑戦する決意です」とあい

さつを述べました。

開所式に先立ち、平沢復興大臣が町内を視察され、伊澤町

長は復興の状況を説明し、さらなるご支援をお願いしました。

令和２年度双葉町表彰式を挙行 11月3日

いわき事務所において、令和２年度双葉町表彰式を挙行しました。

今年度の表彰式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を防止するため規模を縮小し、特別功労表彰と功労表彰の受

章者の方々に出席いただきました。

町政進展、住民福祉の向上や避難者支援に多大な貢献をさ

れました方々に心から感謝の意を申し上げるとともに、双葉

町の復興に向けて、今後とも一層のご尽力とお力添えをお願

いしました。



避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 16 42

原町区 4 5

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 69

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.12.2現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.47712

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

１２月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

３ ４ ５

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


